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指摘事項

　公印等の取扱いについて確認したと
ころ、公印台帳の紛失事案等が検出さ
れた。
　公印は慎重かつ厳重に取り扱わねば
ならない点に留意し、今後は公印規則
に則り、適正な管理を徹底されたい。

選挙管理委員会事務局

　公印台帳については、今年度実施した
定例監査の終了後に、新たに作成いたし
ました。また、鎌ケ谷市選挙管理委員会
規程の改正を行い、公印の取扱等につい
て明確にしました。
　今後、選挙管理委員会の保管する公印
は、公印規則と選挙管理委員会規程に則
り、適正に管理してまいります。

措置内容


